
②「こども誰でも通園制度」について

「こども誰でも通園制度」とは

　【制度概要】

　　「親が就労している」などの要件を満たさなくても、誰でも定期的に保育園や幼稚園の

　　預かり保育、認定こども園等の施設を利用できる制度

　【対象者】

　　０歳６カ月～満３歳未満のこども

　【利用できる時間数】

　　月１０時間を上限

「こども誰でも通園制度」の基本的な考え方及びこども・保護者等にとっての意義
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「こども誰でも通園制度」の基本的な考え方及びこども・保護者等にとっての意義（続き）

本格実施に向けたスケジュール

～以上、こども家庭庁「こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行事業に関するオンライン説明資料」より抜粋～

○ 制度の本格実施を見据えた試行的事業 ○ 法律上制度化し、実施自治体を拡充 ○ 法律に基づく新たな給付制度

　・150自治体程度を想定 　・法律の地域子ども・子育て支援事業の一つ 　・全自治体で実施

　・補助基準上一人当たり「10時間」を上限 　　として位置づけ 　・国が定める月一定時間までの利用枠

令和５年度～ 令和７年度 令和８年度



市に求められること



延岡市における必要量の推計

　①令和６年４月１日現在における０歳６か月～２歳の未就園児数 651人

　②①×10時間による、ひと月当たりの受け入れ時間数 6,510人時間

　③定員一人当たりの受け入れ可能時間数 176時間

　④必要定員数　○○人時間（②で算出）÷176時間（③で算出） 37人

「子ども・子育て支援事業計画」への盛り込み

　令和６年度中に作成する「延岡市こども計画」に盛り込むこととする

延岡市における実施事業所の検討・実施に向けた事業所との調整

【想定される実施事業所】

　①現在０歳６か月～２歳を受け入れいている保育所及び認定こども園、及び幼稚園

　②子育て支援拠点施設

　③児童館

【実施に向けた事業所との調整】

　令和６年度以降、各事業所と個別に調整予定

全体としての供給量の確保と施設整備

　各事業所との調整を踏まえ、必要に応じて施設整備を含めた供給体制の確保方策を検討


